
令和 ４ 年 第 １ 回

色麻町農業委員会総会議事録

令和４年１月２５日（火）



色麻町農業委員会議事録

令和４年１月２５日、色麻町農業委員会を役場会議室に招集した。

・招集委員

議席 担 当 氏 名

１ 農 政 髙 橋 たえ子

２ 農 地 堀 籠 慶 浩

３ 農 地 鎌 田 一 宣

４ 農 政 早 坂 勝 一

５ 農 政 渡 義 彦

６ 農 政 齋 條 仁 美

７ 農 地 菅 原 敏 臣

８ 農 地 阿 部 きよ子

９ 農 地 大 泉 貞 行

１０ 農 政 早 坂 成 弘

１１ 農 政 畑 中 長 悦

１２ 堀 籠 勝 惠

・出席委員 １２名 ・欠席委員 ０名

・会議録書記 遠 藤 由 美 ・ 事務局長 髙 橋 康 起

議決事項 議案第１号 農地法第３条の規定による許可決定について

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請の意見決定について

議案第３号 農用地利用集積計画(案)の意見決定について



議 長 皆様、大変ご苦労様です。

定刻でございますので、只今から始めたいと思います。

本日の出席委員は１２名でございます。

定足数に達しておりますので、第１回色麻町農業委員会総会を開会いた

します。

議 長 それでは、色麻町農業委員会会議規則第２２条第３項の規定により、議

事録署名委員を私から指名させていただくことに、ご異議ございませんか。

【異議なしの声あり】

議 長 それでは、６番 齋 條 仁 美 委員、７番 菅 原 敏 臣 委員を指名いた

します。

議 長 議事に入る前に一言ご挨拶申し上げます。

・・・省略・・・

議 長 それでは議事に入ります。

議案第１号、農地法第３条の規定による許可決定についてを議題と致し

ます。

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 議案第１号、農地法第３条の規定による許可決定について。

上記について下記のとおり農業委員会長あての許可申請書を受け付けた

ので審議されたい。

記書きについては、省略させていただきます。

議 長 番号１番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１番 譲渡人 〇〇さん、〇〇譲受人 さん、申請地 王城寺字権三前

三番〇ー〇、地目 田、地積４，７５１㎡、適要につきましては記載のとお

りでございます。

また、譲受人は取得後の農地を効率的に利用すること、労働力や機械の

所有状況の面からみても問題なく、農業委員会の定める別段の面積基準も

超えており、許可要件を満たしております。

議 長 内容の説明が終わりました。

現地調査の報告を７番 菅 原 敏 臣 委員よりお願いします。



菅原委員 それでは、番号１番について、現地確認の報告をいたします。

去る、１月１１日、担当委員 髙 橋 たえ子 委員、渡 義 彦 委員、それに

私と、堀籠会長、髙橋局長の５名で確認を行いました。

申請地の内容は、先ほど事務局が説明したとおりであります。

申請地の場所は確認してまいりましたが、積雪により管理状況等は確認できな

かったことから、担い手支援センターに管理・保全状況等を確認したところ特に

問題はなく適正に管理されているとのことでした。

その旨ご理解いただき、委員各位のご審議をよろしくお願い申し上げ報告とい

たします。

議 長 ご苦労様でした。調査報告が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１番については、可と決しました。

議 長 番号２番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号２番 譲渡人 〇〇 さん、譲受人 〇〇 さん、申請地 王城寺字新横内〇

ー〇 外１筆、地目 田、地積５，６５０㎡、適要につきましては記載のとおりで

ございます。

また、譲受人は取得後の農地を効率的に利用すること、労働力や機械の所有状

況の面からみても問題なく、農業委員会の定める別段の面積基準も超えており、

許可要件を満たしております。

議 長 内容の説明が終わりました。

議 長 現地調査の報告を７番 菅 原 敏 臣 委員よりお願いします。

菅原委員 それでは、番号２番について、現地確認の報告をいたします。

現地調査の日程及び担当委員ついては、番号１番の報告と同様であり、申請地

の内容は、先ほど事務局が説明したとおりであります。

こちらも番号１番と同様に申請地の場所につきましては確認してまいりました

が、積雪により管理状況等は確認できなかったことから、担い手支援センターに

管理・保全状況等を確認したところ特に問題はなく適正に管理されているとのこ

とでした。



その旨ご理解いただき、委員各位のご審議をよろしくお願い申し上げ報告とい

たします。

議 長 ご苦労様でした。調査報告が終わりました。１番と２番は同面積での交換とい

うことを認識していていただければと思います。それでは、ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号２番については、可と決しました。

議 長 番号３番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号３番、譲渡人 〇〇 さん、譲受人 〇〇 さん、申請地 大字新大原〇ー〇、

地目 畑、地積 ５６９㎡、譲渡事由につきましては記載のとおりでございます。

譲受人の 〇〇 さんは、現在まで 〇〇 さんの農地を借り受けて耕作しており、

当該農地には農業用ハウスを建てて育苗目的で使用しておりました。今月末で賃

貸借契約が切れることから、当該農地を正式に譲り受けるものであります。

また、〇〇 さんは、自作地は引き続き耕作目的で所有するものであり、近隣

にお住まいでもあることから、農地の効率的な利用も見込め、要件を満たしてい

るものと判断しております。

議 長 内容の説明が終わりました。

議 長 現地調査の報告を７番 菅 原 敏 臣 委員よりお願いします。

菅原委員 それでは、番号３番について、現地確認の報告をいたします。

現地調査の日程及び担当委員ついては、番号１番及び番号２番の報告と同様で

あり、申請地の内容は、先ほど事務局が説明したとおりであります。

申請地の利用状況、管理状況などを確認してまいりましたが、適正にパイプハ

ウスが設置されておりました。積雪により管理状況等は確認できなかったことか

ら、近隣に農地を所有する鎌田委員に管理・保全状況等を確認したところ特に問

題はなく適正に管理されているとのことでした。

その旨ご理解いただき、委員各位のご審議をよろしくお願い申し上げ報告とい

たします。

議 長 ご苦労様でした。調査報告が終わりました。ご発言いただきます。



【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号３番については、可と決しました。

以上で、議案第１号、農地法第３条の規定による許可決定については、原案の

とおり可と決しました。

議 長 議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請の意見決定についてを議題と

いたします。

議 長 事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請の意見決定について。

上記について、下記のとおり宮城県知事あての許可申請を受け付けたので、意

見を付して進達するため審議されたい。

記書きについては、省略させていただきます。

議 長 番号１番、事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。

事務局長 番号１番、賃貸人 〇〇さん、賃借人 色麻町長 早 坂 利 悦 さん、申請地 王

城寺字新横内〇ー〇、地目 田、地積 ８９０㎡、申請内容は、公共井戸掘削事業

に伴う資機材置場設置のための一時転用であります。本件につきましては、令和

３年１月付けで県の許可を受けておりましたが、世界的な半導体不足の影響によ

り、電気設備等の工事に必要な部品の入手に想定外の時間を要することが判明し

たことから、工期の変更を行うものであります。

議 長 内容の説明が終わりました。

議 長 それでは、ご発言を頂きます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１番は可と決しました。

以上で、議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請の意見決定について

は、原案のとおり可と決しました。



議 長 議案第３号、農用地利用集積計画（案）の意見決定についてを議題といたしま

す。

議 長 事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 議案第３号 農用地利用集積計画（案）の意見決定について。

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号)第１８条第１項の規定に

基づき、色麻町長より農業委員会の意見を求められたので審議されたい。

記書きについては、省略させていただきます。

議 長 番号１番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１番、権利の種類 売買、移転をする者 〇〇さん、移転を受ける者 宮城

県農地中間管理機構 公益社団法人みやぎ農業振興公社 理事長 寺 田 守 彦 さ
もり ひこ

ん、設定をする土地の所在 大字新下本町〇ー〇 外１筆、地目 田、地積 ６，０

１９㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等からみやぎ農業振興公社の農

地売買等事業を活用するものです。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１番は可と決しました。

議 長 番号２番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号２番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者 〇

〇さん、設定をする土地の所在 大字下本町北〇ー〇 外８筆、地目 田、地積 ２

３，２９３㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】



議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号２番は可と決しました。

議 長 番号３番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 吉田字細江〇－〇 外１筆、地目 田、地積 ２，

９０７㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号３番は可と決しました。

議 長 番号４番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号４番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 吉田字石坂〇－〇 外４筆、地目 田、地積 ７，

４４１㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた認定農業者である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号４番は可と決しました。

議 長 番号５番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。



事務局長 番号５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 四竃字新本郷〇－〇 外２筆、地目 田、地積

４，００８㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号５番は可と決しました。

議 長 番号６番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号６番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 四竃字瀧〇ー〇 外４筆、地目 田、地積 １，

５７６㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた認定農業者である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

畑中委員 １，５７６㎡で５筆ということですが、田んぼ１枚で５筆になっているという

ことですか。

事務局長 四竃字瀧が２筆で併せて８５㎡が１箇所、四竃字本郷に３筆併せて１町五反と

いう状況であります。

議 長 他にありませんか。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号６番は可と決しました。

議 長 番号７番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。



事務局長 番号７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇さん、設定を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 四竃字本郷〇ー〇 外４筆、地目 田、地積 ５，

２８５㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた認定農業者である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号７番は可と決しました。

議 長 番号８番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号８番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 黒沢字寺〇ー〇 外３筆、地目 田、地積 ８，

８１６㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた認定農業者である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号８番は可と決しました。

議 長 番号９番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号９番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 黒沢字新本田〇ー〇 外１筆、地目 田、地積

５，６５７㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた認定農業者である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。



議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号９番は可と決しました。

議 長 番号１０番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１０番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇さん、設定を受ける者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 王城寺字横内四番〇ー〇、地目 畑、地積 ６，

０６２㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた認定農業者である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１０番は可と決しました。

議 長 番号１１番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１１番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 黒沢字新新田〇ー〇 外１７筆、地目 田、地

積 ４３，０４３㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた地域の担い手である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございま

す。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

鎌田委員 今回の再設定は期間３年のようですが、番号１２番から番号１３番は受け手が

同じですが期間が５年であるようですが、１１番だけ３年なのはどうしてですか。

事務局長 以前は１０年で設定していたところを３年と申し出があったことから、お互い



の話し合いで決められたことと思われます。

議 長 他にありませんか。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１１番は可と決しました。

議 長 番号１２番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１２番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 黒沢字新山下〇ー〇 外２筆、地目 田、地積

４，００２㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた地域の担い手である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございま

す。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１２番は可と決しました。

議 長 番号１３番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 黒沢字新滝本〇－〇 外２筆、地目 田、地積

５，０３４㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた地域の担い手である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございま

す。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお



願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１３番は可と決しました。

議 長 番号１４番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１４番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 王城寺字権三前三番〇ー〇 外６筆、地目 田、

地積 １４，８４８㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から今までも利用権を設定し

ていた認定農業者である 〇〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１４番は可と決しました。

議 長 以上で、議案第３号、農用地利用集積計画（案）の意見決定については、原案

のとおり可と決しました。

本日附議されました案件につきましては、以上であります。

第１回 色麻町農業委員会総会を閉会いたします。

開会時刻：午前１０時００分

閉会時刻：午前１０時３８分

上記会議の顛末を記載し、相違ないことを証する。

令和４年１月２５日

議 長（会長） 堀 籠 勝 惠 ㊞

署 名 委 員 齋 條 仁 美 ㊞



署 名 委 員 菅 原 敏 臣 ㊞


